
市川市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号訪問事業及び第

１号通所事業に係る人員、設備及び運営並びに第１号訪問事業及

び第１号通所事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準の一部を改正する基準  

 

市川市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号訪問事業及び第１号通所事

業に係る人員、設備及び運営並びに第１号訪問事業及び第１号通所事業に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成２８年告示第１０９

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。  

改   正   前 改   正   後 

目次 

第１章～第５章 （略） 

   

 

 

第３章 指定第１号訪問事業及び指

定第１号通所事業の一般原

則 

第４条 （略） 

２ （略） 

  

 

 

 

 

 

 

第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第６条 指定第１号訪問事業者が指定第１

号訪問事業所ごとに置くべき訪問介護員

等（指定第１号訪問事業に係るサービス

の提供に当たる介護福祉士又は令第３条

第１項に規定する養成研修修了者をい

う。以下この節から第５節までにおいて

目次 

第１章～第５章 （略） 

 第６章 書面の作成等に関する特例（第

６４条） 

 

第３章 指定第１号訪問事業及び指

定第１号通所事業の一般原

則 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 指定第１号訪問事業者及び指定第１号

通所事業者は、サービスを提供するに当

たっては、法第１１８条の２第１項に規

定する介護保険等関連情報その他必要な

情報を活用し、適切かつ有効に行うよう

努めなければならない。 

 

第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第６条 指定第１号訪問事業者が指定第１

号訪問事業所ごとに置くべき訪問介護員

等（指定第１号訪問事業に係るサービス

の提供に当たる介護福祉士又は法第８条

第２項に規定する政令で定める者をい

う。以下この節から第５節までにおいて



改   正   前 改   正   後 

同じ。）の員数は、常勤換算方法で、２.

５以上とする。 

２～５ （略） 

 

（管理者及びサービス提供責任者の責

務） 

第２６条 （略） 

２ （略） 

３ サービス提供責任者（第６条第２項に

規定するサービス提供責任者をいう。以

下この節及び次節において同じ。）は、次

に掲げる業務を行うものとする。 

⑴～⑵ （略） 

  

 

 

 

 

 

⑶～⑻ （略） 

（運営規程） 

第２７条 指定第１号訪問事業者は、指定

第１号訪問事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

⑴～⑹ （略） 

  

 

⑻ その他運営に関する重要事項 

 

（勤務体制の確保等） 

第２９条 （略） 

２・３ （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ。）の員数は、常勤換算方法で、２.

５以上とする。 

２～５ （略） 

 

（管理者及びサービス提供責任者の責

務） 

第２６条 （略） 

２ （略） 

３ サービス提供責任者（第６条第２項に

規定するサービス提供責任者をいう。以

下この節及び次節において同じ。）は、次

に掲げる業務を行うものとする。 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 第１号介護予防支援事業者等に対

し、指定第１号訪問事業に係るサービ

スの提供に当たり把握した利用者の服

薬状況、口腔機能その他の利用者の心

身の状態及び生活の状況に係る必要な

情報の提供を行うものとする。 

⑷～⑼ （略） 

（運営規程） 

第２７条 指定第１号訪問事業者は、指定

第１号訪問事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

⑴～⑹ （略） 

⑺ 虐待の防止のための措置に関する事

項 

⑻ その他運営に関する重要事項 

 

（勤務体制の確保等） 

第２９条 （略） 

２・３ （略） 

４ 指定第１号訪問事業者は、適切な指定

第１号訪問事業に係るサービスの提供を

確保する観点から、職場において行われ

る性的な言動、優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたもの等により訪問介護員等の

就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 



改   正   前 改   正   後 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（衛生管理等） 

第３０条 （略） 

２ （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（掲示） 

（業務継続計画の策定等） 

第２９条の２ 指定第１号訪問事業者は、

感染症又は非常災害の発生時において、

利用者に対する指定第１号訪問事業に係

るサービスの提供を継続的に実施するた

めの計画及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画（以下この条にお

いて「業務継続計画」という。）を策定

し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じなければならない。 

２ 指定第１号訪問事業者は、訪問介護員

等に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施しなければならない。 

３ 指定第１号訪問事業者は、定期的に業

務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うものとす

る。 

（衛生管理等） 

第３０条 （略） 

２ （略） 

３ 指定第１号訪問事業者は、当該指定第

１号訪問事業所において感染症が発生

し、又はまん延しないように、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定第１号訪問事業所における

感染症の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話

装置その他の情報通信機器（以下「テ

レビ電話装置等」という。）を活用し

て行うことができるものとする。）を

おおむね６月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、訪問介護員

等に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定第１号訪問事業所における

感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

⑶ 当該指定第１号訪問事業所におい

て、訪問介護員等に対し、感染症の予

防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。 

（掲示） 



改   正   前 改   正   後 

第３１条 （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域との連携） 

第３６条 （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３１条 （略） 

２ 指定第１号訪問事業者は、前項に規定

する事項を記載した書面を当該指定第１

号訪問事業所に備え付け、かつ、これを

いつでも関係者に自由に閲覧させること

により、同項の規定による掲示に代える

ことができる。 

 

 （不当な働きかけの禁止） 

第３３条の２ 指定第１号訪問事業者は、

第１号事業サービス計画等の作成又は変

更に際し、第１号介護予防支援事業者等

又は居宅要支援被保険者等に対して、利

用者に必要のないサービスを当該第１号

事業サービス計画等に位置付けるよう求

めることその他の不当な働きかけを行っ

てはならない。 

 

（地域との連携） 

第３６条 （略） 

２ 指定第１号訪問事業者は、指定第１号

訪問事業所の所在する建物と同一の建物

に居住する利用者に対して指定第１号訪

問事業に係るサービスを提供する場合に

は、当該建物に居住する利用者以外の者

に対しても指定第１号訪問事業に係るサ

ービスの提供を行うよう努めなければな

らない。 

 

 （虐待の防止） 

第３７条の２ 指定第１号訪問事業者は、

虐待の発生又はその再発を防止するた

め、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

⑴ 当該指定第１号訪問事業所における

虐待の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を定期

的に開催するとともに、その結果につ

いて、訪問介護員等に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 当該指定第１号訪問事業所における



改   正   前 改   正   後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３款 設備に関する基準 

第４７条 （略） 

２～４ （略） 

５ 指定介護予防通所型サービス事業者が

指定通所介護事業者 の指定 を併せて

受け、かつ、指定介護予防通所型サービ

ス事業と指定通所介護又は指定地域密着

型通所介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合につい

ては、指定居宅サービス等基準第９５条

第１項から第３項まで又は指定地域密着

型サービス基準省令第２２条第１項から

第３項までに規定する設備に関する基準

を満たすことをもって、前各項に規定す

る基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

 

 

（運営規程） 

第４９条 指定介護予防通所型サービス事

業者は、指定介護予防通所型サービス事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

⑴～⑼ （略） 

  

 

⑽ （略） 

（勤務体制の確保等） 

第５０条 （略） 

２ （略） 

３ 指定介護予防通所型サービス事業者

は、指定介護予防通所型サービス事業従

虐待の防止のための指針を整備するこ

と。 

⑶ 当該指定第１号訪問事業所におい

て、訪問介護員等に対し、虐待の防止

のための研修を定期的に実施するこ

と。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施す

るための担当者を置くこと。 

 

第３款 設備に関する基準 

第４７条 （略） 

２～４ （略） 

５ 指定介護予防通所型サービス事業者が

指定通所介護事業者又は指定地域密着型

通所介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定介護予防通所型サービス事業と

指定通所介護又は指定地域密着型通所介

護の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等基準第９５条第１項か

ら第３項まで又は指定地域密着型サービ

ス基準省令第２２条第１項から第３項ま

でに規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって、前各項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができ

る。 

 

（運営規程） 

第４９条 指定介護予防通所型サービス事

業者は、指定介護予防通所型サービス事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

⑴～⑼ （略） 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事

項 

⑾ （略） 

（勤務体制の確保等） 

第５０条 （略） 

２ （略） 

３ 指定介護予防通所型サービス事業者

は、指定介護予防通所型サービス事業従



改   正   前 改   正   後 

業者の資質の向上のために、その研修の

機会を確保しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（非常災害対策） 

第５２条 （略） 

  

 

 

 

（衛生管理等） 

第５３条 （略） 

２ （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業者の資質の向上のために、その研修の

機会を確保しなければならない。この場

合において、当該指定介護予防通所型サ

ービス事業者は、全ての指定介護予防通

所型サービス事業従業者（看護師、准看

護師、介護福祉士、介護支援専門員、法

第８条第２項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する

者を除く。）に対し、認知症介護に係る基

礎的な研修を受講させるために必要な措

置を講じなければならない。 

４ 指定介護予防通所型サービス事業者

は、適切な指定介護予防通所型サービス

事業に係るサービスの提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言

動、優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えた

もの等により指定介護予防通所型サービ

ス事業従業者の就業環境が害されること

を防止するための方針の明確化等の必要

な措置を講じなければならない。 

 

（非常災害対策） 

第５２条 （略） 

２ 指定介護予防通所型サービス事業者

は、前項に規定する訓練の実施に当たっ

て、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第５３条 （略） 

２ （略） 

３ 指定介護予防通所型サービス事業者

は、当該指定介護予防通所型サービス事

業所において感染症が発生し、又はまん

延しないように、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

⑴ 当該指定介護予防通所型サービス事

業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置その他の情報通信機

器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとす



改   正   前 改   正   後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（事故発生時の対応） 

第５３条の２ （略） 

２～４ （略） 

 

（準用） 

第５５条 第９条から第１８条まで、第２

０条、第２２条、第２４条、第２５条 、

第３１条から第３６条まで 、第３８条

及び第４０条の規定は、指定介護予防通

所型サービス事業について準用する。こ

の場合において、第９条及び第３１条中

「第２７条」とあるのは「第４９条」と、

「訪問介護員等」とあるのは「指定介護

予防通所型サービス事業従業者」と、第

２５条中「訪問介護員等」とあるのは「指

定介護予防通所型サービス事業従業者」

と、第４０条中「指定第１号訪問事業者」

とあるのは「指定介護予防通所型サービ

ス事業者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

る。）をおおむね６月に１回以上開催

するとともに、その結果について、指

定介護予防通所型サービス事業従業者

に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防通所型サービス事

業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防通所型サービス事

業所において、指定介護予防通所型サ

ービス事業従業者に対し、感染症の予

防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。 

 （地域との連携） 

第５３条の２ 指定介護予防通所型サービ

ス事業者は、その事業の運営に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動との

連携及び協力を行うなどの地域との交流

に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第５３条の３ （略） 

２～４ （略） 

 

（準用） 

第５５条 第９条から第１８条まで、第２

０条、第２２条、第２４条、第２５条、

第２９条の２、第３１条から第３６条ま

で、第３７条の２、第３８条及び第４０

条の規定は、指定介護予防通所型サービ

ス事業について準用する。この場合にお

いて、第９条中「第２７条」とあるのは

「第４９条」と、「訪問介護員等」とある

のは「指定介護予防通所型サービス事業

従業者」と、第２５条及び第２９条の２

中「訪問介護員等」とあるのは「指定介

護予防通所型サービス事業従業者」と、

第３１条中「第２７条」とあるのは「第

４９条」と、「訪問介護員等」とあるのは

「指定介護予防通所型サービス事業従業

者」と、第３７条中「訪問介護員等」と

あるのは「指定介護予防通所型サービス

事業従業者」と読み替えるものとする。 

 



改   正   前 改   正   後 

（準用） 

第６３条 第９条から第１８条まで、第２

０条から第２２条まで、第２４条、第２

５条 、第３１条から第３６条まで 、

第３８条、第４０条、第４４条並びに前

節第４款（第５５条を除く。）及び第５款

の規定は、指定基準緩和通所型サービス

事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項及び第３１条中「第２

７条」とあるのは「第６３条において準

用する第４９条」と、「訪問介護員等」と

あるのは「指定基準緩和通所型サービス

事業従業者」と 、第５４条第２項第１

号中「指定介護予防通所型サービス計画」

とあるのは「指定基準緩和通所型サービ

ス計画」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

（準用） 

第６３条 第９条から第１８条まで、第２

０条から第２２条まで、第２４条、第２

５条、第２９条の２、第３１条から第３

６条まで、第３７条の２、第３８条、第

４０条、第４４条並びに前節第４款（第

５５条を除く。）及び第５款の規定は、指

定基準緩和通所型サービス事業について

準用する。この場合において、第９条第

１項中「第２７条」とあるのは「第６３

条において準用する第４９条」と、「訪問

介護員等」とあるのは「指定基準緩和通

所型サービス事業従業者」と、第２９条

の２中「訪問介護員等」とあるのは「指

定基準緩和通所型サービス事業従業者」

と、第３１条中「第２７条」とあるのは

「第６３条において準用する第４９条」

と、「訪問介護員等」とあるのは「指定基

準緩和通所型サービス事業従業者」と、

第３７条の２中「訪問介護員等」とある

のは「指定基準緩和通所型サービス事業

従業者」と、第４４条中「介護予防通所

型サービス事業」とあるのは「基準緩和

通所型サービス事業」と第５０条及び第

５３条中「指定介護予防通所型サービス

事業従業者」とあるのは「指定基準緩和

通所型サービス事業従業者」と、第５４

条第２項第１号及び第５７条中「指定介

護予防通所型サービス計画」とあるのは

「指定基準緩和通所型サービス計画」と

読み替えるものとする。 

第６章 書面の作成等に関する特例 

第６４条 指定第１号訪問事業者及び指定

第１号訪問事業に係るサービスの提供に

当たる者並びに指定第１号通所事業者及

び指定第１号通所事業に係るサービスの

提供に当たる者は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、第４章及び第

５章の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ

の他文字、図形等人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙そ



改   正   前 改   正   後 

の他の有体物をいう。以下同じ。）で行う

ことが想定される又は想定されるもの

（第１２条第１項（第５５条及び第６３

条で準用する場合を含む。）並びに次項に

規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

２ 指定第１号訪問事業者及び指定第１号

訪問事業に係るサービスの提供に当たる

者並びに指定第１号通所事業者及び指定

第１号通所事業に係るサービスの提供に

当たる者は、交付、説明、同意、承諾、

締結その他これらに類するもの（以下「交

付等」という。）のうち、第４章及び第

５章の規定において書面で行うことが規

定されているもの又は想定されるものに

ついては、当該交付等の相手方の承諾を

得て、書面に代えて、電磁的方法（電子

的方法、磁気的方法その他人の知覚によ

っては認識することができない方法をい

う。）によることができる。 

附 則  

（施行期日）  

１ この基準は、令和３年４月１日から施行する。  

 （虐待の防止に関する経過措置）  

２ 令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第２７条、

第３７条の２（改正後の第５５条及び第６３条で準用する場合を含む。）及

び第４９条（改正後の第６３条で準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、改正後の第２７条及び第４９条中「次に」とあるのは「虐待の防止

のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、

次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に

関する事項を除く。）」と、第３７条の２中「講じなければ」とあるのは、「講



じるよう努めなければ」と読み替えるものとする。  

（業務継続計画の策定等に関する経過措置）  

３ 令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第２９条の

２（改正後の第５５条及び第６３条で準用する場合を含む。）の規定の適用

については、改正後の第２９条の２中「講じなければ」とあるのは、「講じ

るよう努めなければ」と読み替えるものとする。  

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に関する経過措置）  

４ 令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第３０条第

３項及び第５３条第３項（改正後の第６３条で準用する場合を含む。）の規

定の適用については、改正後の第３０条第３項及び第５３条第３項中「講じ

なければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」と読み替えるものとす

る。  

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置）  

５ 令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第５０条第

３項（改正後の第６３条で準用する場合を含む。）の規定の適用については、

改正後の第５０条第３項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努め

なければ」と読み替えるものとする。


